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１ 生産緑地地区の概要 

地 区 所 在 面 積 告示日 

第１３号 脚折町５丁目 約０．２７ｈａ（２，７３４㎡） 平成４年１２月９日 

第１４号 脚折町６丁目 約０．０８ｈａ  （８４３㎡） 平成４年１２月９日 

第３４号 大字中新田字小六 約０．０９ｈａ  （９０７㎡） 平成４年１２月９日 

第６５号 大字藤金字大下 約０．４２ｈａ（４，１５２㎡） 平成２２年３月５日 

第７０号 大字上広谷字本村 約０．１８ｈａ（１，７６２㎡） 平成２２年３月５日 

 

２ 変更の内容 

（１）生産緑地地区の変更内容と変更理由 

地 区 変更内容 変更理由 

第１３号 

廃止 

生産緑地法第１０条第２項の規定に基づき、主たる従事者が

死亡したことにより、所有者から市に対して生産緑地の買取

りの申出があり、同法第１４条の規定に基づく行為制限が解

除されたため。 
第１４号 

第３４号 区域変更 

建築基準法第４２条第２項に規定する道路（幅員４ｍ未満）

の後退部分（生産緑地地区の一部）に道路が設置されたた

め。 

第６５号 
区域及び

面積変更 

生産緑地地区内において隣接地の開発行為に伴う道路が設置

されたため。 

第７０号 廃止 

生産緑地法第１０条第２項の規定に基づき、主たる従事者の

心身の故障により、所有者から市に対して生産緑地の買取り

の申出があり、同法第１４条の規定に基づく行為制限が解除

されたため。 

 

（２）変更の経緯 

  ①第１３号及び第１４号生産緑地地区 

年 月 日 内  容 

令和２年４月１４日 所有者から生産緑地の買取りの申出 

令和２年５月１２日 
所有者に対して買取らない旨を通知 

農業委員会に対して斡旋の依頼 

令和２年７月１４日 

（買取申出書の提出から３月） 
生産緑地法に基づく行為制限の解除 

  ②第３４号生産緑地地区 

年 月 日 内  容 

平成２９年３月３１日 
建築基準法第４２条第２項に規定する道路の後退

部分に道路が設置 

 

  ③第６５号生産緑地地区 

年 月 日 内  容 

令和元年１２月１８日 隣接地における開発行為に伴う道路が設置 

 

  ④第７０号生産緑地地区 

年 月 日 内  容 

令和２年５月３０日 所有者から生産緑地の買取りの申出 

令和２年６月９日 
所有者に対して買取らない旨を通知 

農業委員会に対して斡旋の依頼 

令和２年８月３０日 

（買取申出書の提出から３月） 
生産緑地法に基づく行為制限の解除 

 

（３）変更後の生産緑地地区の概要 

地 区 所 在 面 積 

第３４号 大字中新田字小六 約０．０９ｈａ  （８９３㎡） 

第６５号 大字藤金字大下 約０．３９ｈａ（３，９０７㎡） 

  ※第１３号、第１４号及び第７０号については廃止。 

 

３ 都市計画変更に係る手続き 

時 期 内 容 

１０月１９日 
県知事協議 

※県知事より、１０月２２日付けで異存ない旨回答。 

１１月２４日から 

１２月８日まで 

都市計画法第１７条に基づく都市計画変更案の縦覧 

※縦覧者なし。意見書なし。 

１２月２３日 市都市計画審議会へ諮問 

１２月下旬（予定） 都市計画変更の告示 

 

資料１ 
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【位置図】 

第１３号（脚折町５丁目）・第１４号（脚折町６丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   赤：行為制限が解除された生産緑地 

第３４号（大字中新田字小六） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   青：建築基準法第４２条第２項に規定する道路の後退部分が整備された生産緑地 

第６５号（大字藤金字大下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   青：開発行為に伴う道路が設置された生産緑地 

第７０号（大字上広谷字本村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   赤：行為制限が解除された生産緑地 


